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●地公災基金大阪府・北海道支部審査会
　相次ぎ中皮腫公務外取消裁決

●それぞれのアスベスト禍　その39　古川和子

●韓国からのニュース

●石綿対策全国連絡会議第26回総会・5.31集会の案内
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表１ 地公災基金による公務外認定処分が取り消しとなった３つの中皮腫事案 

 滋賀県 

東近江市立小学校教諭 

大阪府 

府立高校化学教諭 

北海道 

苫小牧市立小学校教諭 

性別 

生年 

男性 

1946 年 3 月生 

男性 

1949 年 6 月 

男性 

1937 年 1 月 

疾病 胸膜中皮腫 胸膜中皮腫 胸膜中皮腫 

病歴 2001 年 7 月頃～ 

胸痛 

2001 年 9 月 

国立Ｓ病院受診、「悪性胸膜中皮

腫」の診断 

2002 年 4 月 

死亡 

 

2006 年 9 月頃～ 

体調不良、咳、微熱 

2006 年 10 月 

医療機関受診、風邪として自宅療

養 

市立 K 病院 

左胸水、入院検査で中皮腫疑い 

2006 年 10 月 19 日 

Ｉ大学医学部附属病院に転院 

検査により「悪性胸膜中皮腫」 

2007 年 1 月 

死亡 

2002 年 2 月頃～ 

発熱、胸部レントゲン異常所見 

2002 年 10 月 

風邪様症状、咳、胸痛、発熱でＴ

市立総合病院受診、右胸水・胸膜

肥厚。入院検査により「悪性胸膜

中皮腫」 

市立Ｓ病院で手術し、入退院繰り

返す 

2005 年 8 月 

死亡 

 

死亡 2002 年 4 月（56 歳） 2007 年 1 月(57 歳) 2005 年 8 月（68 歳） 

公災申請先 地公災基金滋賀県支部 地公災基金大阪府支部 地公災基金北海道支部 

公災申請～ 

公務外認定

取消裁決 

2005 年 11 月 7 日 

基金支部に公務災害認定請求 

2007 年 5 月 14 日 

基金支部、公務外認定 

2007 年 7 月 17 日 

支部審査会に審査請求 

2008 年 10 月 31 日 

支部審査会、審査請求棄却 

2008 年 11 月 30 日 

本部審査会に再審査請求 

2010 年 3 月 29 日 

本部審査会、公務外認定処分取消

裁決 

 

2006 年 12 月 4 日 

基金支部に公務災害認定請求 

2009 年 2 月 13 日 

基金支部、公務外認定 

2009 年 4 月 9 日 

支部審査会に審査請求 

2014 年 1 月 8 日 

支部審査会、公務外認定処分取消

裁決 

2010 年 5 月 17 日 

基金支部に公務災害認定請求 

2012 年 10 月 15 日 

基金支部、公務外認定 

2010 年 10 月 31 日 

支部審査会に審査請求 

2014 年 3 月 19 日 

支部審査会、公務外認定処分取消裁決 

石綿ばく露

などについ

ての請求人

主張 

1968 年度から 2002 年まで滋賀県内

の公立小中学校に教諭として勤務し

た。 

1973 年度から 1975 年度に勤務した

Ｉ小学校の体育館天井及び側面に吹

き付けられた石綿が当たるボールの

衝撃などで飛散しており、体育担当教

諭であった被災者は、同僚に比べ明ら

かに多く石綿にばく露した。 

近隣ばく露、家族ばく露などは認めら

れない。 

1975 年度から 2007 年死亡時まで 32

年間、化学教諭として、各種実験に従

事。 

その中に石綿付金網など石綿製品を

使用した作業があった。石綿付金網は

劣化のあるものが使用されていた。 

近隣ばく露、家族ばく露などは認めら

れない。 

1957 年度から 1997 年度（定年退職）

まで小学校教諭として勤務した。 

勤務した小学校において、1963 年度

から 1983 年度にかけて、新築、増築、

改築工事が実施され、被災者が掃除を

熱心に行う方だったこともあいまっ

て、工事から飛散した石綿にばく露し

た。 

肺内から 1300 本/乾燥肺 1 グラムの

石綿小体を検出している。これはヘル

シンキ基準における職業性ばく露水

準にあたる。 

（名取雄司医師意見書により、石綿ば

く露について詳細に論証） 

近隣ばく露、家族ばく露などは認めら

れない。 
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基金判断 1968 年から被災時まで被災者の職務

は教諭であり、石綿労災基準における

石綿ばく露作業に従事したとは認め

られない。 

Ｉ小学校に勤務当時、同校体育館には

トムレックス吹きつけ（注：クロシド

ライト又はアモサイト）があり、当た

ったボールによる散乱状況や火事に

よる職員室の消失で、１～３ヶ月程

度、体育館ホールに職員室スペースな

どがあったことがあった経緯があっ

た。 

しかし、 

・常に体育館で勤務していたものでは

ない 

・天井にバレーボールが当たるのはま

れ 

・施工後間もない 

ことから、石綿が劣化して散乱するよ

うな状況があったとは考えづらい。 

体育館に職員室スペースがあった期

間は特に長期間に及んだとは認めら

れない。 

以上、被災職員は石綿が使用されてい

た環境下で勤務していたのみであり、

当該環境下において、一般大気中の濃

度を超える濃度の石綿ばく露があっ

たとは推認できないことに加え、当該

環境下で勤務した時間も限られたも

のであり、また、石綿肺や胸膜プラー

クといった本件の原因が石綿の職業

ばく露であるとみなせるような石綿

ばく露を裏付ける医学的所見も得ら

れていないことから、本件疾病と公務

との間に相当因果関係は認められな

い。 

石綿労災基準における石綿ばく露作

業に該当しない。 

（実験などにより）直ちに石綿が大気

中に飛散していたと推認できない。 

本人の職場従事環境で石綿が飛散す

る状況は明かでは無く、飛散があった

としても限定的であったと考えられ、

本人が公務において、石綿労災基準に

定める者と同程度の石綿ばく露の状

況があったと評価することはできな

い。 

じん肺法に定める胸部エックス線写

真の像が第 1 型以上である石綿肺所

見も得られていない。 

公務が相対的に有力な原因となって

発症したものとは認められない。 

石綿労災基準における石綿ばく露作

業には、「間接的なばく露を受ける作

業」を含めて該当しない。 

つまり、教諭の業務は直接的な石綿ば

く露作業ではない。 

さらに、 

勤務校において石綿含有の可能性が

ある建材が使用されているが、これら

の建材は、吹き付け石綿等のような材

質のものとは異なり、成形板状のもの

であるから、これらの建材が使用され

ていることによって、直ちに石綿にば

く露する危険が伴うものではない。仮

に、請求人が推定する内装又は外装工

事の期間を通じて、当該工事現場で上

記建材を加工したとしても、それによ

ってどの程度の石綿が飛散したかは

定かではなく、また、被災者が常に工

事現場付近にいたことも確認されて

いない。 

これらのことからすれば、増改築工事

による石綿飛散状況が明らかではな

く、被災者が石綿が高濃度に飛散する

状況下において長期間勤務に従事し

たものとは認められず、石綿労災基準

における「間接的なばく露を請ける作

業」には該当しない。 

 

（再）審査

段階の申請

側追加主張 

当時の児童、同僚が体育館における石

綿飛散をうかがわせる証言を提出。 

劣化の生じた石綿付金網を使用した

再現飛散実験の結果から、石綿付金網

の取扱いによって石綿飛散が生じる

ことを具体的に立証。 

特に新資料提出はなかったが、「石綿

小体 1000 本から 5000 本の場合は石

綿ばく露の職業ばく露が強く疑われ

る」との基金千葉県支部審査会裁決例

を提出し、被災者の場合の 1300 本の

検出石綿小体数について、ヘルシンキ

クライテリアという国際基準を満た

すことの意義を改めて指摘 
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審査会の判

断 

（神山宣彦東洋大学教授による意見

書を踏まえながら） 

体育館の使用頻度が高かったこと、そ

の際に天井にボール等が頻繁に当た

っていたこと及び施工後間もない吹

付け石綿であってもボール等が当た

れば飛散することからすれば、当時の

体育館内は相当程度の石綿が飛散し

ていたと考えられる。 

体育館の清掃及び換気が十分に行わ

れていたと認めることは困難で、さら

に、再飛散していたものと考えられ

る。 

証言、当時の状況から石綿の飛散する

体育館に長時間滞在していたものと

推認することができる。 

以上のことから、被災職員は、3 年間

勤務したＩ小学校の体育館において、

石綿ばく露作業に相当する業務に従

事していたと認めることができ、本件

疾病は公務に起因して発症したもの

と認められる。 

 

石綿金網を使用していたことによる

ばく露は否定しえないが、石綿金網そ

のものは非飛散性の状態にあり、従っ

てそのばく露量はあるとしても非常

に微々たるものであるものと思われ

る。 

K 高校（1978～1984 年）での炎色反

応の演示実験でニクロム線の先端に

石綿を付ける作業において、適当な大

きさに石綿紐を切断する必要も考え

られ、石綿金網を扱うよりも高濃度の

石綿ばく露があったと推認すること

ができる。 

（以上、森永謙二医師鑑定意見） 

検討の結果、被災職員が高濃度の石綿

粉じんにばく露した可能性が認めら

れ、潜伏期間の点からも本件疾病と関

連性があると認められるのは、K 高

校在籍時の繊維状アスベストの切断

などの処理による石綿ばく露であり、

また、外に本件疾病と関連性がある事

実は認められない。よって、本件疾病

の主たる要因は K 高校時代の上記業

務とするのが妥当であり、本件疾病と

公務との間には相当因果関係 が認

められる。 

被災者の石綿小体乾燥肺重量 1 グラ

ムあたり 1300 本は、ヘルシンキ基準

「職業での石綿ばく露が高い可能性

のある人物を確定する基準1000本以

上」をはるかに上回る。 

そこで、職業ばく露がどこで生じたか

を検討する。 

被災者の勤務校のうち、石綿含有建材

がしようされていたのは 4 校、その

うち同建材を使用した工事期間等の

推定が可能な学校は 3 校で、それら

の工事による石綿ばく露日数は合計

で 1 年以上あったと推定される。 

各校の工事による周囲への飛散、児童

や教員の動作による再飛散、児童生徒

の校内掃除を通じての再飛散を繰り

返していたと考えられる。 

元同僚の証言から、被災者は大変掃除

熱心な教員であり、直接、被災者が石

綿作業に携わっていない場合でも、他

職種や他人の飛散させた石綿粉じん

を吸入してしまうことが推定される

ことから、被災者は、石綿建材作業周

囲の校舎で掃除を行ったことにより、

中程度ばく露以上と思われる石綿繊

維を吸入した時期があったと考えら

れる。 

以上から、石綿労災基準の「間接的な

ばく露を請ける作業」に該当する職業

性石綿ばく露を受けたものと認めら

れ、被災者の中皮腫発症は公務上、公

務に起因して生じたというべき。 
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